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リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園 指定管理者募集要項

長久手市（以下｢市｣という。）は、東部丘陵線（リニモ）長久手古戦場駅前に「リニモテラス」を

整備しており、そのリーディング施設（交流拠点）として「リニモテラス公益施設」（以下「公益施

設」という。）の運営及び賑わいの拠点として「長久手中央２号公園」（以下「２号公園」とい

う。）の運営をしています。今回、この２施設について、より効果的で効率的な管理運営を進め、住

民サービスの向上を図るため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項、リニ

モテラス公益施設条例（令和２年長久手市条例第３０号。以下「公益施設条例」という。）及び長久

手市都市公園条例（昭和５４年長久手町条例第９号。以下「都市公園条例」という。）の規定に基づ

き、以下のとおり公益施設及び２号公園の管理運営に関する業務を行う指定管理者を募集します。

第１ 施設の概要

１ 正式名称

⑴ リニモテラス公益施設

⑵ 長久手中央２号公園

２ 設置目的・役割

⑴ 市民をはじめ多くの人たちが出会い、新たなつながりを生み出す場を提供するとともに、個

人又は団体が行う市内外に向けた発信力のある取組又は活動を推進するため、公益施設を設置

する。

⑵ 都市公園の健全な発展を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

３ 沿革

⑴ 公益施設

令和３年６月 開館

令和３年４月１日 指定管理者に「リニモッて」を指定

⑵ ２号公園

平成２８年１２月 開園

令和４年３月 改修後、リニューアルオープン

４ 所在地

⑴ 公益施設

長久手市勝入塚２０５番地

⑵ ２号公園

長久手市勝入塚８０１番地
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※資料１「案内図」参照

５ 施設の規模等

⑴ 公益施設

敷地面積 ：８７０．０８㎡

建築延面積：３８３．４０㎡

建物の構造：木造平屋建て

大廊下、活動室１・２・３、和室、カフェエリア、事務室、駐車場（２台）、

屋外広場、その他（トイレ、倉庫等）

⑵ ２号公園

公園面積 ：２，０００.３６㎡

公園施設 ：屋根付きステージ、階段兼観覧席、ウッドデッキ、噴水施設、

パーゴラ（日よけ施設）、植栽枡兼腰掛けベンチ、モニュメント、公園備品

（スッタキングチェア、テラステーブルセット、テント）等

※資料２「公益施設、２号公園平面図・敷地図」参照

災害応急対策における位置付け：一時避難場所（２号公園のみ）

６ 施設の利用状況

※資料３「公益施設、２号公園の利用状況」参照

７ 利用料金

※資料４「現行利用料金一覧表」参照

第２ 募集の内容

１ 指定管理者が行う業務（以下「指定管理者業務」という。）

⑴ 公益施設及び２号公園の運営に関すること。

⑵ 公益施設及び２号公園の施設、設備及び物品の維持管理（軽微な修繕工事を含む。）に関す

ること。

⑶ 公益施設及び２号公園の施設利用者に対する快適性の確保及び工夫に関すること。

⑷ 公益施設及び２号公園の使用を許可すること。

⑸ その他市長が必要と認める業務

２ 指定管理者が行う管理の基準

⑴ 関係法令並びに条例及び条例に基づく規則等の規定を遵守し、誠実に指定管理者業務を行う

こと。

⑵ 公益施設及び２号公園を利用しようとする者に対して不当な差別的取扱いをしないこと。
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⑶ 指定管理者業務を通じて取得した個人に関する情報その他の情報を適正に取り扱うこと。

⑷ ⑴から⑶までのほか、市長が定める基準

◎ なお、業務及び管理の基準の詳細は、「リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園指

定管理者業務仕様書」（以下「仕様書」という。）により定めます。

３ リスク分担

市とのリスク分担は、別表「リスク分担表」のとおりとします。

４ 指定の期間（予定）

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間）

５ 業務に必要な経費等

公益施設条例第１５条及び都市公園条例第１７条に規定する利用料金並びに市が指定管理者に

支払う経費（以下「指定管理料」という。）をもって業務を行うものとします。市は、公益施設

及び２号公園の管理運営に必要な経費として、予算額の範囲内で年度ごとに指定管理料を支払い

ます。指定管理料の支払時期や方法その他細目的事項については、協議の上決定し、年度協定で

定めます。

額の確定後は、運営によって過不足が生じた場合でも、原則として指定管理料の変更は認めな

いこととします。各年度の指定管理料の上限額を３９，０００千円（消費税及び地方消費税込

み）とします。

なお、公益施設及び２号公園の過去２か年分の収支の状況は、資料５のとおりです。

第３ 申請に係る事項

１ 指定管理者の申請資格

指定管理者の指定を申請することのできるものは、指定期間中に公益施設及び２号公園を安全

円滑に管理運営することのできる法人その他の団体（以下「法人等」という。）又は複数の法人

等が共同する団体（以下「共同体」という。）であることとします。個人での申請はできませ

ん。

また、次に掲げる(1)から(6)までの全ての要件を満たす必要があるものとします。

⑴ 地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により本市又は他の地方公共団体から指定を取り

消され、当該処分の日から起算して２年を経過しないものでないこと及び地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。

⑵ 役員（法人でない団体の代表者又は管理人を含む。）及び施設に配置する職員に次のアから

ウまでのいずれかに該当する者がないこと。

ア 破産者で復権を得ないもの
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イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から

２年を経過しない者

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対

法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員及びその利益となる活動を行う者

⑶ 次のアからウまでのいずれかに該当する者でないこと。

ア 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされた者及

びその開始決定がされている者

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなされた者及

びその開始決定がされている者（同法附則第２条の規定によりなお従前の例によることとさ

れる更生事件に係るものを含む。）

ウ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされた者及び開始

決定がされている者（同法附則第３条第１項の規定によりなお従前の例によることとされる

破産事件に係るものを含む。）

⑷ 市町村民税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。

⑸ 暴対法第２条第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。

⑹ 申請書類提出の日から指定管理者候補の選定通知を受けた日までに市から指名停止の措置を

受けていないこと。

２ 申請手続等

申請は、次の書類を作成のうえ提出してください。

なお、共同体による申請の場合は、⑵ウの「申請する法人等に関する書類」は構成員である全

ての法人等について提出してください。

⑴ 提出部数

申請書類は原本１部、副本１９部を提出してください。

原本のみ押印し（袋とじや割印をする必要はありません）、副本には原本証明をしてくださ

い。

なお、原本、副本とも目次・ページ数を付け、目次にしたがってインデックスを貼り、二穴

綴じフラットファイルに綴じるとともに、ファイルの表紙及び背表紙に申請者及び「リニモテ

ラス公益施設及び長久手中央２号公園」と明記してください。

⑵ 申請書類

ア 指定管理者指定申請書（様式１）

イ 指定管理業務の実施に関する計画書（様式２、３）

ウ 申請する法人等に関する書類
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(ｱ) 定款、寄附行為、規約その他これに代わる書類

(ｲ) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票

の写し（最新のもの）

(ｳ) 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの（直近１年のもの）

(ｴ) 市町村民税、法人税、消費税及び地方消費税に関する納税証明書（本社等所在地分の

み）

(ｵ) 法人等概要書（様式４）

※法人等の事業内容が分かるパンフレット等があれば、併せて提出してください。

(ｶ) 法人等の主要業務実績一覧（様式５）

エ 誓約書（様式６）

オ 共同体構成員届（共同体の場合）（様式７）

カ 共同体協定書の写し（共同体の場合）（様式８）

キ 共同体委任状（共同体の場合）（様式９）

⑶ 質問受付の実施及びスケジュール

受付期間：令和５年７月１０日（月）から令和５年８月４日（金）午後５時まで

質問方法：別紙質疑書により、郵送、ＦＡＸ又は電子メールにより、長久手市くらし文化部

たつせがある課宛てにお送りください。

回答方法：受け付けた質問における質疑応答（事業者等独自の提案に関わるものと判断され

る場合を除く。）を取りまとめ、随時市のホームページで回答する予定です。

⑷ 現地説明会

ア 日時

令和５年７月１９日（水）午前１０時から午前１１時３０分まで

イ 場所

公益施設及び２号公園

※公益施設へ開始１０分前までにお越しください。

ウ 事前申込み

令和５年７月１８日（火）正午までに長久手市くらし文化部たつせがある課まで電話又は

メールにて団体名及び参加人数をお知らせください。

※各団体２人までの参加でお願いします。なお、上記期限以降は受け付けませんので、期

限内にお知らせください。

エ 連絡先

「第１０ 問合せ先及び各種書類の提出先」を御参照ください。
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⑸ 申請書類の受付

受付期間：令和５年７月１０日（月）から令和５年８月１８日（金）までの午前９時から午

後５時まで

※ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８

号）に規定する休日は除きます。

受付場所：長久手市くらし文化部たつせがある課

受付方法：申請書類一式を、郵送又は持参により提出してください。なお、郵送の場合に

も、上記受付期間内必着とします。

⑹ 留意事項

上記各種書類を郵送等で提出した場合は、届いているかどうかの確認を電話により行ってく

ださい。

３ 指定管理者業務の実施に関する計画書の作成

⑴ 「指定管理者指定申請書総括表」の作成について

様式２－２「指定管理者指定申請書総括表」は、⑵の各事項の要点を簡潔に記入してくださ

い。

⑵ 計画の作成について

計画１から計画１６までの事項ごとに所定の様式に指定管理者としての考え方を記入してく

ださい。

図、表等を使用してもかまいません。また、ページ数が複数となってもかまいませんが、各

計画について１～３ページ程度（各計画内で添付する様式については、これに含まない。）記

入してください。
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計画一覧

⑶ 指定管理者業務の実施に関する計画書作成上の条件

ア 指定管理者業務の実施に関する計画書の作成に当たっては、当募集要項、仕様書等に記載さ

れていることを遵守してください。また、法令等に定められていることについては、これを遵

守してください。

イ 収支計画書（様式３－８－２）は、指定全期間にわたる収支予測を年度別に作成してくださ

い。

ウ 指定管理者業務の実施に関する計画書は、Ａ４判で作成してください。また、ページ数を中

央下に表記してください。

⑷ 自主事業に関する提案

指定管理者業務以外に、施設の設置目的を妨げず、かつ、利用者の便宜向上に資することを目

的として、施設内において、自らの責任により自主事業を行うことができます。

施設の利用率向上、利用者サービスの向上等に貢献できる自主事業に関する提案があれば、任

計画１ 平等な利用の確保に関する方針（詳細は様式 3-1）

計画２ 施設の基本的な管理運営方針（詳細は様式 3-2）

計画３ 施設の維持管理についての考え方（詳細は様式 3-3）

計画４ 利用者サービス向上への取組（詳細は様式 3-4）

計画５ 利用促進への取組（詳細は様式 3-5）

計画６ 地域や関係機関との連携についての考え方（詳細は様式 3-6）

計画７ 経費縮減への取組（詳細は様式 3-7）

計画８ 管理運営に係る収支計画の概要（詳細は様式 3-8-1･3-8-2）

計画９ 施設管理に関する技術等（詳細は様式 3-9）

計画１０ 施設管理の実施体制の概要（詳細は様式 3-10-1・3-10-2・3-10-3）

計画１１ 人材育成の方針（詳細は様式 3-11）

計画１２ 緊急時の体制の概要（詳細は様式 3-12）

計画１３ 個人情報保護及び情報公開に対する考え方（詳細は様式 3-13）

計画１４ 諸規程の整備又は方針（詳細は様式 3-14）

計画１５ 管理運営に係る PR 事項（詳細は様式 3-15）

計画１６ 自主事業に関する提案（様式は任意）
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意の様式により事業計画を提出してください。

なお、自主事業を行うためには、市に対して施設の利用許可又は行政財産の目的外使用許可が

必要となるとともに、利用料金又は使用料の支払いが必要となります。

第４ 審査及び指定管理者候補の選定に関する事項

１ 審査の方法

公益施設条例第１２条第２項各号及び都市公園条例第１８条第２項各号の審査基準により、外

部有識者等８人で構成する長久手市指定管理者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が審

査を行い、指定管理者として最も適切で優秀な法人等を指定管理者の優先交渉権者として選定し

ます。なお、最終的には、市議会の議決を経て、市が指定管理者を指定します。

２ 審査の日程

審査は、令和５年９月下旬頃を予定しています。書類審査以外にヒアリングを実施します。

３ 審査基準等

⑴ 利用者の平等な利用の確保ができること。

⑵ 関係する法令、条例及び規則の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

⑶ 公益施設及び２号公園の設置目的を効果的に達成し、効率的な管理運営ができること。

⑷ 指定管理業務を安定して行う物的及び人的能力を有していること。

⑸ 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いが確保できること。

第５ 指定管理者の指定及び協定締結に係る事項

１ 指定管理者の候補の選定

市は、選定委員会により審査結果の報告を受け、最も適切で優秀な法人等を優先交渉権者とし

て両者の間で細目協議を行います。細目協議が整った段階で、指定管理者候補者として選定しま

す。

なお、優先交渉権者と協議が整わない場合には、優先交渉権者との協議を中止することとし、

選定委員会において次点となった者との間で改めて協議を行うこととします。

指定管理者候補者の選定結果は、審査を受けた法人等の全てに文書により通知するとともに、

結果（選定されなかった団体の名称を除きます。）は市のホームページなどで公表します。

２ 指定管理者の指定

市は、指定管理者の指定に関する市議会の議決を経て、指定管理者の指定を行います。また、

指定管理者を指定したときはその旨を文書で通知するとともに告示を行います。

３ 指定管理者との協定締結
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市と指定管理者は、先に実施した協議の内容を前提に、業務を実施するうえで必要な詳細事項

について協議し、これに基づき協定を締結します。

協定は、指定期間を通じての基本的事項を定めた「基本協定」と、年度ごとの事業実施に係る

事項を定めた「年度協定」を定めることとします。なお、その際に収入印紙の貼付が必要な場合

には、指定管理者の負担とします。

⑴ 基本協定の内容

ア 施設及び業務等に関する事項

イ 指定管理料及び利用料金に関する事項

ウ 事業報告・業務報告に関する事項

エ 物品等に関する事項

オ 業務の一部の再委託に関する事項

カ 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

キ 指定管理者業務に係る情報の公開に関する事項

ク 履行保証保険等への加入に関する事項

ケ 災害発生時の対応に関する事項

コ 法令等の遵守に関する事項

サ 事業評価の実施に関する事項

シ 指定期間満了時における事項

ス 損害賠償等に関する事項

セ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

ソ その他

⑵ 年度協定の内容

ア 当該年度の業務内容に関すること

イ 当該年度に市が支払うべき管理費用に関する事項

ウ その他

第６ 業務の適正な実施に関する事項

１ 業務の再委託等の制限

指定管理者が業務の全部を一括して、又は業務の主たる部分を一括して第三者に委託又は請け

負わせることを禁じます。

業務の一部分のみを第三者に委託又は請け負わせる場合には、あらかじめ市に申請し、承認を

受けるようにしてください。
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２ 暴力団の排除

公の施設が暴力団の活動に利用されることにより、当該暴力団の利益になると認めるときは、

指定管理者は、市の策定する利用許可に関する審査基準に基づき、これを許可してはなりません。

３ 個人情報の取扱い

指定管理者業務に従事している者及び従事していた者は、公益施設及び２号公園の指定管理者

業務を実施するにあたり知り得た個人情報の内容について、みだりに他人に知らせ、又は不当な

目的に使用することを禁じます。正当な理由なく当該個人情報を提供した場合は個人情報の保護

に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づく罰則が適用される場合があります。

４ 情報公開への対応

指定管理者は、公益施設及び２号公園の指定管理者業務に係る情報については別途情報公開要

綱等を策定し、情報公開に努めることとします。

５ 災害等発生時の対応

災害等が発生した場合には、指定管理者は速やかに市に連絡するとともに、被害を最小限に止

めるよう早急に対応措置をとる義務を負います。また、市が施設の利用制限、応急活動への参加等

を要請したときは、これに最大限協力するよう努めなければなりません。

６ 法令等の遵守

指定管理者は、業務の遂行に関連する法規を遵守しなければなりません。

特に、公益施設条例、リニモテラス公益施設条例施行規則（令和２年長久手市規則第３５

号）、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）、都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０

号）及び都市公園条例並びに長久手市都市公園条例施行規則（昭和５５年長久手町規則第４号）

の他、以下の法令の遵守してください。

⑴ 地方自治法

第２４４条第２項 指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が施設を利用することを拒

んではならない。

第２４４条第３項 指定管理者は、住民が施設を利用することについて、不当な差別的取り

扱いをしてはならない。

⑵ 労働基準法（昭和２２年法律第４９号）

⑶ 消防法（昭和２３年法律第１８６号）、水道法（昭和３２年法律第１７７号）その他施設又

は設備の維持管理又は保守点検に関する法令

⑷ その他公益施設及び２号公園内で管理運営する業務に関連する全ての法令

第７ 業務の継続が困難となった場合の措置について
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指定管理者との協定に基づく指定期間中において、指定管理者による業務の継続が困難になっ

た場合等の措置は、次のとおりとします。

１ 指定管理者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合等

指定管理者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難になった場合又はそのおそれが生じた

場合は、指定管理者は速やかにその旨を市に報告するものとします。この場合、市と指定管理者

は、指定管理者業務の継続の可否について協議するものとし、一定期間内に協議が整わない場合

は、指定管理者は市に指定の取消しを申し出ることができるものとします。なお、この場合、市に

生じた損害は指定管理者が賠償するものとします。また、次期指定管理者が円滑に支障なく公益施

設及び２号公園の管理運営業務を遂行できるように引継ぎを行うものとします。

２ その他の事由により業務の継続が困難となった場合

災害その他の不可抗力等、市及び指定管理者双方の責に帰すことのできない事由により、業務

の継続が困難となった場合、市又は指定管理者は指定の取消しの協議を求めることができるものと

します。

なお、公益施設及び２号公園の指定管理者業務を行っている指定管理者が指定期間終了又は指

定取消しなどにより次期指定管理者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協力するとともに、

必要なデータ等を遅滞なく提供しなければならないこととします。

第８ 申請に関する留意事項

１ 審査の対象又は優先交渉権者からの除外

申請者が次に掲げる場合に該当したときは、その者を審査の対象又は優先交渉権者から除外し

ます。

⑴ 選定委員会の委員又は応募に関する業務に従事する市職員若しくは関係者に対し、応募につ

いて不正な接触の事実が認められた場合

⑵ 申請書類に虚偽の記載があった場合

⑶ 第３第１項に示す指定管理者の申請資格を満たしていないことが判明した場合又は満たさな

くなった場合

⑷ 申請者による業務履行が困難であると判断される事実が判明した場合

⑸ 著しく社会的信用を損なう行為等により、申請者が指定管理者として業務を行うことについ

て相応しくないと市が認めた場合

⑹ その他不正行為があったと市が認めた場合

⑺ 長久手市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書（平成２４年１２月２５日付

け長久手市長・長久手市教育委員会教育長・愛知県愛知警察署長締結。以下「合意書」とい
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う。）に基づき、市が排除措置を講じた場合

２ 業務開始前における指定等の取消し

指定管理者が業務を開始する前においても次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取り

消すことがあります。

⑴ 正当な理由なくして協定の締結に応じない場合

⑵ 資金事情の悪化あるいは管理体制が整わない等により、指定管理者が行う業務の履行が確実

でないと市が認めた場合

⑶ 著しく社会的信用を損なう行為等により、指定管理者として業務を行うことについて相応し

くないと市が認めた場合

⑷ １の各号に該当する場合

３ 申請書類等の取扱い

⑴ 著作権

市が提示する設計図書等の著作権は市及び作成者に帰属し、申請者の提出する書類の著作権

は申請者に帰属します。なお、当該募集において公表する必要がある場合その他市が必要と認

めるときは、市は申請者の提出書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。

⑵ 特許権

申請書類の内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づ

いて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用いた結果生じ

た事象に係る責任は、全て申請者が負うものとします。

⑶ 記載内容の変更等の禁止

提出した書類は、原則としてこれを書き換え、差し替え、又は撤回することはできません。

⑷ 返却等

申請書類は審査のため、選定委員会の委員に配布することがあります。また、提出された申

請書類は、理由の如何を問わず返却しません。

⑸ 公表

申請書類は、公文書公開の対象文書となるため、長久手市情報公開条例（平成１３年長久手

町条例第２４号）の規定に基づき公開する場合があります。

４ 費用負担

申請に係る費用については、全て申請者の負担とします。

５ 言語、通貨及び単位

申請書類に使用する言語、通貨及び単位は、原則として日本語、日本国通貨、日本の標準時及

び計量法（平成４年法律第５１号）に定める計量単位としてください。
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６ その他

⑴ 公益施設及び２号公園の指定管理の指定に複数の申請（共同体の構成員としての申請を含

む。）をすることはできません。なお、市の他の施設に関して指定の申請をすることはできま

す。

⑵ 指定管理者指定申請書提出後に申請を辞退する場合には、選定委員会開催日の前日までに、

指定管理者指定申請辞退届（様式１－２）により申し出てください。

第９ 指定の取消し等

１ 指定の取消し等

⑴ 指定の取消し事由等

第８の２に掲げるほか、次のような場合に、市は、指定管理者に対して指定の取消し等

（取消し又は期間を定めて指定管理業務の全部又は一部の停止）の措置を行う場合がありま

す。

ア 指定管理者が関係法令、条例、基本協定又は年度協定の規定に違反した場合

イ 指定管理者が関係法令、条例、基本協定又は年度協定の規定に基づく市の措置に従わな

い場合、又は指示によっても業務内容に改善が見られないと認められた場合

ウ 指定管理者の経営状況の悪化、不可抗力等により、指定管理者業務を継続することが不

可能又は著しく困難であると認められる場合

エ 指定管理者が基本協定に基づく市への報告を行わず、又は虚偽の報告をし、若しくは調

査を妨げた場合

オ 指定管理者が違法行為を行った場合等、指定管理者業務を行わせておくことが社会通念

上著しく不適当と判断される場合

カ 指定管理者が、合意書に規定する排除対象法人等に該当すると認められた場合

キ 指定管理者から第７の１の申出があった場合

ク 第７の２の指定の取消しの協議の結果、やむを得ないと判断した場合

⑵ 指定が取り消された場合等の賠償

指定管理者の責に帰すべき事由により指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部が

停止された場合、指定管理者は、市に生じた損害・損失や増加費用を賠償しなければなりま

せん。その他の場合は、市と指定管理者は協議するものとします。

２ 業務の引継ぎについて

指定期間の終了又は指定の取消しにより、次期指定管理者に業務を引き継ぐ場合には、市の指

示に従い円滑な引継ぎに協力していただきます。
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第１０ 問合せ先及び各種書類の提出先

長久手市くらし文化部たつせがある課

〒480-1196 愛知県長久手市岩作城の内 60 番地 1

電 話 0561－63-1111（代表）内線 303

0561－56－0641（直通）

ＦＡＸ 0561－63－2100

E-mail：tatsuse@nagakute.aichi.jp
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（別表）

リスク分担表

○：主たる負担者 △：従たる負担者

種 類 内 容

負担者

市

指定

管理

者

施設の維持管理・運営 ○

施設の法的管理
使用許可、許可の取消し ○

目的外使用許可 ○

施設内整備、備品の維持管理 ○

周辺住民・利用者からの苦情・要望等対応 △ ○

施設の修繕

耐久性を増すための経費（修繕費５万円超） ○

通常の維持管理又は毀損したものの原状回復に要

する経費（修繕費５万円以下）

指定管理者の発意による修繕

○

物価の変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増 ○

金利変動 金利の変動に伴う経費の増 ○

法令の変更
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○

指定管理者に影響を及ぼす法令変更 ○

税制の変更
施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○

上記以外の税制変更 ○

支払遅延

指定管理者の責に帰すことのできない理由により

市からの経費の支払遅延によって生じた事由
○

上記の場合以外 ○

政治、行政上の理

由による事業の変

更

政治、行政上の理由から、施設管理、運営業務の

継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を

余儀なくされた場合の経費及びその後の施設維持

管理における当該事情による増加経費負担

○

不可抗力

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、火災、争

乱、暴動その他の市又は指定管理者のいずれの責

に帰すことができない自然的又は人為的な現象）

による、施設、設備の修復に伴う経費の増加及び

事業履行不能

○

書類の誤り

仕様書等、市が責任を持つ書類の誤りによるもの ○

事業計画書等、指定管理者が提案した書類の内容

の誤りによるもの
○

利用者の安全確保
利用者の安全を確保するため、事故を未然に防ぐ

措置、対応
△ ○

利用者や第三者へ

の賠償

指定管理者として注意義務を怠ったことにより損

害（犯罪や事故等の発生）を与えた場合
○

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○

事業終了時の費用

指定管理者業務の期間が終了した場合、又は指定

管理者が指定期間途中において業務を廃止した場

合における事業者の撤収費用

○
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（様式１－１）

指定管理者指定申請書

年 月 日

長久手市長 殿

申請者 主たる事務所の所在地

名 称

代表者氏名 印

下記の公の施設の指定管理者の指定を受けたいので、リニモテラス

公益施設条例第１２条第１項及びリニモテラス公益施設条例施行規則

第１２条並びに長久手市都市公園条例第１８条第１項及び長久手市都

市公園条例施行規則第８条の規定により申請します。

記

公の施設の名称

１ リニモテラス公益施設

２ 長久手中央２号公園

（添付書類）

１ 指定管理者業務の実施に関する計画書

２ 定款又はこれに準じるもの

３ 申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書又はこれ

に準じるもの

４ 市長が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれ

らに準ずるもの

５ 組織及び運営に関する事項を記載した書類

６ 現に行っている業務の概要を記載した書類

７ その他市長が必要と認める書類
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（様式１－２）

指定管理者指定申請辞退届

年 月 日

長久手市長 殿

申請者 主たる事務所の所在地

名 称

代表者氏名 印

下記の公の施設について、指定管理者の指定を受けるため 年

月 日申請書を提出しましたが、下記の理由により辞退したいので

届け出ます。

記

申請辞退理由：
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（様式２－１）

指定管理者業務の実施に関する計画書

施 設 名

法人等名

代表者名

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｆ Ａ Ｘ

メールアドレス

担当者所属

担当者氏名



19

（様式２－２）

指定管理者指定申請書総括表

（ リニモテラス公益施設、長久手中央２号公園 ）

申請者の名称（所在地）

平等な利用の確保に関する
方針(詳細は様式 3-1）

施設の基本的な管理運営方
針(詳細は様式3-2）

施設の維持管理についての
考え方(詳細は様式3-3)

利用者サービス向上への取
組(詳細は様式3-4)

利用促進への取組
（詳細は様式3-5）

地域や関係機関との連携に
ついての考え方（詳細は3-6
）

経費縮減への取組
（詳細は様式3-7）

管理運営に係る収支計画の
概 要 ( 詳 細 は 様 式 3-8-1 ･
3-8-2）

施設管理に関する技術等
（詳細は様式3-9）

施設管理の実施体制の概要
（詳細は様式3-10-1･3-10-2
･ﾛｰﾃｰｼｮﾝ表･3-10-3）

人材育成の方針
（詳細は様式 3-11）

緊急時の体制の概要（詳細
は様式3-12）

個 人 情 報 保 護 及 び 情 報 公
開に対する考え方
（詳細は様式 3-13）

諸規程の整備又は方針
（詳細は様式 3-14）

管理運営に係るＰＲ事項
（詳細は様式 3-15）
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（様式３－１）

「平等な利用の確保に関する方針」

リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園を管理運営するうえで、利用者の
平等な利用の確保に関する方針について記入してください。



21

（様式３－２）

「施設の基本的な管理運営方針」

リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園の設置目的を踏まえ、どのような
管理運営を行っていくか基本的な考え方を記入してください。
（運営方針、理念等）
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（様式３－３）

「施設の維持管理についての考え方」

リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園の日常的、定期的な安全管理、植
栽管理、清掃、設備保守点検、施設の修繕等について、基本的な考え方及び重視す
るポイントを記入してください。
また、各業務ごとに具体的な方法、内容、頻度等について記入するとともに、年

間の作業計画表（様式任意）を作成してください。

１ 基本的な考え方及び重視するポイント

２ 具体的な方法、内容、頻度等

⑴安全管理

⑵植栽管理

⑶清掃

⑷設備保守点検

⑸施設の修繕

⑹その他
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（様式３－４）

「利用者サービス向上への取組」

利用者サービスの向上に対する取組について記入してください。

１ リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園の利用者ニーズの把握と分析を

どのようにして行い、管理運営に反映するかを記入してください。

２ トラブルが発生した場合や苦情等が寄せられた場合の対処方法や考え方につい

て記入してください。

３ その他の取組を記入してください。
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（様式３－５）

「利用促進への取組」

利用促進、利用者増に関する目標値について記入するとともに、その具体的な方
針や手法について記入してください。
なお、自主事業を実施する予定がある場合には、別の任意の様式にその内容を記

入してください。

１ 目標値

２ 方針及び手法
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（様式３－６）

「地域や関係機関等との連携についての考え方」

リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園の管理運営にあたり、住民との協
働や、地域や団体、関係機関、施設利活用者との連携の考え方について記入してく
ださい。
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（様式３－７）

「経費縮減への取組」

リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園の管理運営にあたり、どのように
して効率的な管理運営を行うか、経費の縮減に関する方針や創意工夫について記入
してください。
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（様式３－８－１）

「管理運営に係る収支計画の概要」

収支計画書（様式３－８－２）を作成するとともに、その積算内訳を添付してく
ださい。（様式任意。ただしＡ４版で作成してください。）
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（様式３－８－２）

「収支計画書」 （単位：千円）

※１ 人件費には施設管理費、運営費に区分される業務に従事する人員の給与等を記入してください。（これらの欄の合計が指定管理業務全体の人件費となります。）
※２ 事務所運営費には、通信・送信費、印刷製本費、消耗品費、消耗備品費、手数料、会議費、保険料、租税公課費、旅費交通費等を含めてください。
※３ その他特記事項（考え方等）があれば、備考欄に記入してください。
※４ 積算内訳を添付してください。

区 分 年 年 年 年 年

利
用
料
等
（
収
入
）

利用料金収入

指定管理料収入

収入計(ａ)

管
理
運
営
費
（
支
出
）

施設管理費

清掃費

保守点検費

警備費

修繕費

委託費

運営費

人件費（職員等）

イベント費

光熱水費

事務所運営費

一般管理費

管理運営費（支出）計(ｂ)

収支差(ａ)－(ｂ)

備考
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（様式３－９）

「施設管理に関する技術等」

リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園の管理運営を行うにあたり、貴団体が持
っている技術、手法及び経験等でアピールしたい事項があれば記入してください。
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（様式３－１０－１）

「施設管理の実施体制の概要」

リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園にどのような能力（資格等）や雇用形態
の職員を配置して業務を遂行するか、「人員配置計画」（様式３－１０－２）を作成する
とともに、本部と現地の責任体制・業務実施体制も含め、具体的かつ現実的な計画を記入
してください。
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（様式３－１０－２）

「人員配置計画書」

※仕様書を確認し必要な職員を記入してください。
※配置する職員全てについて記入してください。
※役職については、リニモテラス公益施設及び２号公園を管理運営するうえで必要と思われる役職を記入してください。ただし、統括責任者、所長、運営業務責任
者、施設管理業務責任者については必ず記入してください。（統括責任者と所長は兼務することができます。）

※能力、資格、実務経験年数等は実際に配置する予定職員を想定のうえ記入してください。
※職員の雇用形態は、実際に勤務する職員を想定して該当する欄に○印を記入してください。
正規職員とは、週４０時間程度勤務し貴団体が複数年にわたり雇用する職員とします。パートは、非常勤で臨時に契約する職員とします。

※職員の年齢層は、２０代、３０代等目安で結構ですので記入してください。
※リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園に常勤する職員を除き、貴団体の本社などで施設の管理に係わる人員を置く場合は、備考欄にその旨記入し、週間
勤務時間にリニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園管理運営業務に関わる時間を記入してください。

※本表とは別に管理運営に係る勤務ローテーション表（標準１か月：Ａ４版、様式任意）の案を作成し提出してください。

役 職 担当業務内容 能力、資格、実務経験年数など
雇 用 形 態 職員の

年齢層

１週間の

勤務時間
備 考

正規 ﾊﾟｰﾄ 委託 その他（具体的に記入）
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（様式３－１０－２）

「人員配置計画書」（記入例）

※仕様書を確認し必要な職員を記入してください。
※配置する職員全てについて記入してください。
※役職については、○○施設を管理運営するうえで必要と思われる役職を記入してください。ただし、統括責任者、所長、運営業務責任者、施設管理業務責任者に
ついては必ず記入してください。（統括責任者と所長は兼務することができます。）

※能力、資格、実務経験年数等は実際に配置する予定職員を想定のうえ記入してください。
※職員の雇用形態は、実際に勤務する職員を想定して該当する欄に○印を記入してください。
正規職員とは、週４０時間程度勤務し貴団体が複数年にわたり雇用する職員とします。パートは、非常勤で臨時に契約する職員とします。

※職員の年齢層は、２０代、３０代等目安で結構ですので記入してください。
※○○施設に常勤する職員を除き、貴団体の本社などで施設の管理に係わる人員を置く場合は、備考欄にその旨記入し、週間勤務時間に○○施設管理運営業務に関
わる時間を記入してください。

※本表とは別に管理運営に係る勤務ローテーション表（標準１か月：Ａ４版、様式任意）の案を作成し提出してください。

役 職 担当業務内容 能力、資格、実務経験年数など
雇 用 形 態 職員の

年齢層

１週間の

勤務時間
備 考

正規 ﾊﾟｰﾄ 委託 その他（具体的に記入）

統括責任者兼所長 施設のマネージメント全般 ○ ４０代 ４０ｈ

運営業務責任者 経理全般、庶務事務 経理事務士３級、簿記資格 ○ ３０代 ４０ｈ

スタッフ① 経理担当 情報処理活用能力検定準２級 ○ ２０代 ３０ｈ

営業担当 誘客営業等 営業経験者 ○ ４０代 ４０ｈ

スタッフ① 窓口業務 ○ ２０代 ３０ｈ

企画担当 催事計画 イベント業務管理者 ○ ３０代 ４０ｈ

スタッフ① 催事担当 ○ ２０代 ４０ｈ

施設管理業務責任者 施設管理 建築整備士 ○ ４０代 ２０ｈ 本社兼務

スタッフ① ○ ３０代 ４０ｈ

スタッフ② ○ ３０代 ４０ｈ

マルチスタッフ① 施設管理 ○ ５０代 ４０ｈ

マルチスタッフ③ イベント支援 ○ ６０代 ４０ｈ
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（様式３－１０－３）

「業務の再委託及びその点検方法」

業務の一部を第三者に委託する予定がある場合は、具体的な委託業務内容とともに、指
定管理者としての点検、チェック方法、指導監督方法などについて記入してください。
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（様式３－１１）

「人材育成の方針」

業務に携わる職員の技術や能力育成に関する方針及び研修計画等について記入してくだ
さい。
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（様式３－１２）

「緊急時の体制の概要」

事故や災害発生時などの緊急時の体制について、連絡方法及び対応を含めて記入してく
ださい。また、事故や災害発生時に的確に対応するための平時の取組（職員研修や施設の
構成・構造や特性を踏まえた訓練の実施等）についても、具体的に記入してください。
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（様式３－１３）

「個人情報保護及び情報公開に対する考え方」

個人情報保護に対する考え方等及び情報公開についての考え方について記入してくださ
い。（規程等を定めている場合は添付してください。）

⑴ 個人情報保護に対する考え方及び個人情報の取扱い

⑵ 情報公開に対する考え方（要綱等を制定済みであればその内容も）
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（様式３－１４）

「諸規程の整備又は方針」

就業、給与、決裁及び会計等の取扱いについて規程等を定めている場合は添付してくだ
さい。明文化したものがない場合はどのような方針で行っているか記入してください。
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（様式３－１５）

「管理運営に係るＰＲ事項」

当該施設管理に対する参加意欲、抱負、ＰＲしたい事項について記入してください。
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（様式４－１）

法人等概要書

年 月 日

名 称

代 表 者 名

主たる事務所

の 所 在 地

設 立 年 月 日

資 本 金

売 上 高

従 業 員 数

業 務 内 容

法人等の特色
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（様式４－２）

法人役員等一覧（法人名： ）

年 月 日

※指定管理者の申請資格を確認するため、回答内容について、関係機関に照会することが

あります。

※法人については非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体につ

いては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等について記載してくださ

い。

※欄が不足する場合は、行を追加して記載してください。

※共同体の場合は、すべての構成団体の役員について記載してください。

役職名 氏 名
フリ ガナ

生年月日 住 所
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（様式５－１）

主要業務実績一覧

※本書には過去３箇年程度の主要実績業務について記入してください。
（リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園やその類似施設の管理運営業務に関す
る業務実績がある場合は、様式５－２に記入してください。）

※業務内容欄には、業務の概要、受注額、発注者等について詳細に記入してください。

業 務 名 業 務 内 容 備 考
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（様式５－２）

リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園等

の管理運営業務に関する実績状況

※本書には過去３箇年程度のリニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園やその類似施
設の管理運営業務に関する業務実績について記入してください。

※業務内容欄には、施設の概要（施設名称、所在地、施設規模、年間集客数等）、業務の

概要（業務内容、管理運営体制、管理運営業務の期間等）、受注額、発注者等について

可能な限り詳細に記入してください。

業 務 名 業 務 内 容 備 考
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（様式６）

誓 約 書

長久手市長 殿

年 月 日

所在地

団体名

代表者氏名 印

（共同体の場合、構成員連名で、押印してください）

リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園の指定管理者指定申

請を行うにあたり、下記の事項について真実に相違ありません。

記

・指定管理者募集要項第３第１項の申請資格要件を満たしています。

・提出した申請書類に虚偽または不正はありません。



44

（様式７）

共同体構成員届

年 月 日

長久手市長 殿

共同体の名称

構成員（代表者）所在地

名 称

代表者氏名 印

構成員 所在地

名 称

代表者氏名 印

構成員 所在地

名 称

代表者氏名 印

このたび、リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園における

指定管理者の指定を受けるため、共同体を結成しましたので届け出ま

す。



45

（様式８）

リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園

管理運営業務に関する共同体協定書

第１条

（目的）

第２条

（名称）

第３条

（所在地）

第４条

（成立の時期及び解散の時期）

第５条

（構成員の所在地及び名称）

第６条

（代表者の名称）

第７条

（代表者の権限）

第８条

（構成員の責任）

第９条

（権利義務の制限）

第 10 条

（構成員の脱退に対する措置）

第 11 条

（構成員の破産又は解散に対する措置）

第 12 条

（協定書に定めのない事項）

年 月 日

構成員（代表者） 所在地

名 称

代表者氏名 印

構成員 所在地

名 称

代表者氏名 印

※上記各条項を参考に共同体の協定書を作成し、提出してください。
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（様式９）

委 任 状

長久手市長 殿

共同体の名称

構成員（代表者） 所在地

名 称

代表者氏名 印

構成員 所在地

名 称

代表者氏名 印

私は、以下の共同体代表者を代理人と定め、当共同体が存続する

間、次の権限を委任します。

受任者

所在地

共同体の代表者 名 称

代表者氏名

委任事項

１ リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園の指定管理者申請

関係書類の作成及び提出

２ 長久手市とリニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園の管理

運営業務についての協定書の締結

３ リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園の管理運営業務に

ついての指定管理料の請求及び受領
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受任者印
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（様式１０－１）

「リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園 指定管理者申請に係る質疑書」

法人等名：

代表者名：

担当者名：

Ｔ Ｅ Ｌ：

Ｆ Ａ Ｘ：

Ｅ－mail：
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（様式１０－２）

質 疑 書（リニモテラス公益施設、長久手中央２号公園）

※資料名称は、本募集要項に関するものは「募集要項」リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園管理運営業務仕様書に関するものは「仕様書」、その他のものについて

は「その他」と記入してください

資料名称

ページ数

行 数

質 疑 事 項 回 答

※ 用紙が不足する場合は、複写して使用してください。
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（資料１）

リニモテラス公益施設、長久手中央２号公園 案内図

リニモテラス公益施設、長久手中央２号公園関連 URL

https://www.city.nagakute.lg.jp/machizukuri/rinimo/index.html

https://www.linimo-japan.com/
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（資料２－１）

公益施設 平面図・敷地図

※公益施設内のカフェスペースはカフェ事業者が利用するため、指定管理区域外
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（資料２－２）

２号公園 平面図・敷地図

※緑道と一連となっている植栽管理及び駅前広場トイレ管理を含む
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（資料３）

公益施設の利用状況

※稼働率＝利用件数／運営時間数

２号公園の利用状況

※R3 年度については、新型コロナウイルス感染症感染拡大及び長久手中央２号公園のリニューアル

工事（R3.9 月～R4.3 月）の影響がありました。

種別 区分 令和３年度 令和４年度

活動室 1

(R3:2,589 時間)

(R4:3,684 時間)

件数 20 件 39 件

稼働時間 58 時間 128 時間

稼働率 2,24％ 3.47％

活動室 2

(R3:2,589 時間)

(R4:3,684 時間)

件数 94 件 267 件

稼働時間 216 時間 655 時間

稼働率 8.34％ 17.78％

活動室 3

(R3:2,589 時間)

(R4:3,684 時間)

件数 33 件 38 件

稼働時間 85 時間 118 時間

稼働率 3.28％ 3.2％

和室

(R3:2,589 時間)

(R4:3,684 時間)

件数 79 件 165 件

稼働時間 181 時間 441 時間

稼働率 6.99％ 11.97％

種別 区分 令和３年度 令和４年度

行為許可使用 件数 11 件 59 件
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（資料４）

現行利用料金一覧表

■公益施設（指定管理者権限に関する事項に限る）

■２号公園（指定管理者権限に関する事項に限る）

区分 単位 使用料

活動室１（土間１を含む） １時間につき 1,000 円

活動室２ １時間につき 500 円

活動室３ １時間につき 1,000 円

和室 １時間につき 500 円

区分 単位 使用料

物品販売、募金その他これらに類する

行為を行う場合

１日につき 1,100 円

業として写真又は映画撮影を行う場合 １日につき 2,200 円

営利を目的とする興行、展示会、集会

その他これらに類する催しを行う場合

１平方メートル

１日につき

11 円
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（資料５－１）

公益施設の運営状況

（単位：千円）

公益施設の利用料金収入の内訳

（単位：千円）

区分 R3 年度実績 R4 年度実績

利
用
料
金
等

（
収
入
）

利用料金収入 325 794

指定管理料 23,000 23,000

その他収入 26 60

収入計(a) 23,351 23,854

料金区分 R3 年度実績 R4 年度実績

活動室１ 55 128

活動室２ 106 327

活動室３ 77 118

和室 87 221

合計 325 794
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（資料５－２）

２号公園の収支状況

（単位：千円）

※R3 年度、R4 年度については、リニューアル工事（R3.9 月～R4.3 月）、工事後の施設増設、光熱水

費高騰及び緊急修繕対応等の影響がありました。

※R3 年度、R4 年度については、リニューアル工事（R3.9 月～R4.3 月）、工事後の施設増設、光熱水

費高騰及び緊急修繕対応等の影響がありました。

歳入 R3 年度実績 R4 年度実績 備考

行為許可使用料 18 41 条例許可

占用許可使用料 73 73 法定許可

合計 91 114

歳出 R3 年度実績 R4 年度実績 備考

需用費 684 1,056 消耗品、光熱水費、修繕

委託料 2,499 3,735 清掃、点検、植栽管理等

合計 3,183 4,791

種別 R3 年度実績 R4 年度実績 備考

水道 114 125 駅前広場トイレ管理費用

も含む電気 281 566

合計 395 691
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リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園

指定管理者業務仕様書

第１ 目 的

本書は、長久手市（以下「市」という。）がリニモテラス公益施設（以下「公益施設」とい

う。）及び長久手中央２号公園（以下「２号公園」という。）の指定管理者に要求する管理運

営業務の基準を示すものである。

第２ 施設の管理運営業務の方針

１ 基本方針

各施設コンセプトに即しながら、プレイヤー等の市民活動等を下支えし、市の中心地として

ふさわしい、新たなつながりづくり及び賑わいを創出する交流拠点として、市民活動の促進を

図る。

２ リニモテラス

長久手の「新たな顔」として、交流と情報発信を軸に、住民の暮らしを支え、訪れる人をも

てなす賑わい空間を目指すエリアの概念であり、本エリア一帯（公益施設、２号公園、駅前広

場及び大型商業施設）で各施設設置目的（コンセプト）の達成を目指すものとする。

３ 公益施設

長久手らしさや若者の関心事などから抽出できるキーワード「大学連携」、「観光交流」、

「多文化共生」及び「子育て支援」を核にそれぞれの枠に収まることなく、世代を超えて新た

なつながりを生み出す場づくりを目指すものとする。

４ ２号公園

リニモテラスにおける賑わい空間の創出を目指し、「誰もが気軽に来ることができる 多世

代が交流できるにぎわいのある空間」を活用方針に掲げ、施設の利活用者（以下「プレイ

ヤー」という。）と対話しながら、起こることを吸収し、変化をさせ、柔軟な公園運営を目指

していくものとする。

第３ 法令等の遵守

公益施設及び２号公園の管理運営業務を行うにあたって、関連法令がある場合は、それらを

遵守することとする。特に以下について注意する。

１ 都市公園法（昭和３１年法律第７９号）、都市公園法施行令（昭和３１年政令第２９０号）

及び都市公園法施行規則（昭和３１年建設省令第３０号）

２ 地方自治法(昭和２２年法律第６７号)

３ 労働基準法(昭和２２年法律第４９号)及び労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）

４ リニモテラス公益施設条例（令和２年長久手市条例第３０号。以下「公益施設条例」とい

う。）及びリニモテラス公益施設条例施行規則（令和２年長久手市規則第３５号。以下「公益

施設条例施行規則」という。）

５ 長久手市都市公園条例（昭和５４年長久手町条例第９号。以下「都市公園条例」という。）

及び長久手市都市公園条例施行規則（昭和５５年長久手町規則第４号。以下「都市公園条例施

行規則」という。）

６ 施設維持、設備保守点検に関する法規

水道法（昭和３２年法律第１７７号）、消防法（昭和２３年法律第１８６号）、浄化槽法

（昭和５８年法律第４３号）等
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７ 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）、個人情報保護に関する法律施行

令（平成１５年政令第５０７号）、個人情報の保護に関する法律施行規則（平成２８年個人情

報保護委員会規則第３号）及び長久手市個人情報保護法施行条例（令和４年長久手市条例第２

４号）

８ その他の関係法令

第４ 開館時間及び休館日

１ 公益施設

⑴ 開館時間

公益施設条例施行規則第２条に定められている時間とする。ただし、規則で定める時間を

開館しない場合は、あらかじめ市の承認を受けなければならない。

⑵ 休館日

公益施設条例施行規則第３条に定める日とする。ただし、規則で定める日を休館しない場

合は、あらかじめ市の承認を受けなければならない。

２ ２号公園

⑴ 開園時間

原則、常に公共の用に供するものとし、指定管理者はこれを管理するものとする。なお、

緊急時等の対応については、別途市と協議の上、定めるものとする。

第５ リニモテラス運営会議の開催

指定管理者は、指定管理者業務を円滑に実施するため、市と情報交換、業務の調整等を図る

運営会議を設置するものとし、当該会議の主体的な運営を行う。

第６ 業務内容

１ 指定管理者の業務及び管理の基準

⑴ 公益施設

(業務)

ア 公益施設条例第４条各号に規定する事業の運営に関する業務

イ 公益施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

ウ その他市長が必要と認める業務

⑵ ２号公園

（業務）

ア 都市公園条例第２条に規定する行為の制限に関する業務

イ 都市公園条例第５条に規定する利用の禁止又は制限に関する業務

ウ 利用料金の収受に関する業務

エ 公園施設（都市公園法第５条第１項の規定により設置又は管理の許可をした公園施設を

除く。第１９条にて同じ。）の維持管理に関する業務。

オ その他市長が必要と認める業務

(基準)

ア 関係する法令、条例及び規則等を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

イ 施設の利用については、平等かつ公平な取扱いとすること。

ウ 効率的かつ効果的な管理運営を行い、経費の縮減に務めること。
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エ 市民及び施設利用者の意見を管理運営に反映させ、サービスの向上を図ること。

オ 施設内の安全に配慮し、事故防止に努めること。

カ 市及びプレイヤーと連携を図りながら管理運営を行うとともに、市の施策に対し積極的

に協力するよう努めること。

キ 職員の資質向上に向けた取組を積極的に行うこと。

ク 施設の維持管理を適切に行うこと。

ケ 個人情報の適正な管理を行うこと。

２ 指定管理者の業務から除く範囲

指定管理者に別に使用許可を与える施設及び第三者が管理する使用許可施設（公益施設カフ

ェエリア：１件）については、第６第４項及び第５項の業務を行う必要はないものとする。

３ 体制の確保

⑴ 公益施設及び２号公園の管理運営にかかる業務を適切に実施するため、業務全体を総合的

に把握し調整する総括責任者及び業務の区分（運営業務、施設管理業務）ごとに総合的に把

握し調整する業務責任者を定め、業務の開始前に市に報告するものとする。総括責任者及び

業務責任者を変更した場合も同様とする。

⑵ 本仕様書に掲げる業務に支障のないように要員を配置し、管理運営にあたるものとする。

⑶ 業務を実施する者は、その内容に応じ、必要な知識、技能及び経験を有するものとする。

⑷ 管理事務所長（総括責任者と兼ねることができる。）を１人配置する。

⑸ 運営組織体制を保持し、職員の育成及び運営に必要な研修をマニュアル化し、実施する。

４ 運営業務

公益施設及び２号公園は、各施設のコンセプトを遵守して常に利用者に開かれたものとし、

市民を始めとする全ての施設利用者に対し公平な運営に留意して以下の業務を行うとともに、

施設利用者の便宜供与、利用促進、安全管理について、指定管理者の判断により適切に行う。

⑴ 施設案内、利用案内、接遇業務

ア 接客対応、電話対応、団体対応、苦情対応等にあたる。

イ 公益施設及び２号公園が公の施設であることを認識し、常に住民本位の観点から案内業

務にあたる。

ウ 公益施設及び２号公園に関する要望及び苦情に対しては誠意をもって対応するととも

に、速やかに内容を市へ報告する。

⑵ 施設利用許可業務

ア 公益施設の利用許可に関する窓口等での案内、受付、許可、相談対応等

イ ２号公園における行為許可に関する窓口等での案内、受付、許可、相談対応等

⑶ 施設利用者ニーズの把握とサービス向上に関する業務

ア 利用者や地域住民の意見・要望の聴取等、利用者ニーズの適切な把握を行う。特に、２

号公園においては、その特異性から様々な利用者が訪れるため、法令、条例の範囲で平等

に利用できるような仕組みづくり等を検討すること。

イ 利用者ニーズを反映した運営を行い、サービス向上に努める。

⑷ コーディネートに関する業務

ア プレイヤーの活動支援コーディネート

※ 公益施設及び２号公園の施設コンセプトに沿ったもので、プレイヤーを主体として実

施する定期又は不定期に行う交流イベント等の企画・実施等をし、プレイヤーの活動を

対外的に発信できるような場づくり（共催による場の提供、備品貸与等の協力、施設利
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活用のノウハウの提供等）をして、各施設の利活用を下支えすること。

イ 公益施設及び２号公園の活動プレイヤーとの管理運営体制を構築するコーディネート

※ 公益施設及び２号公園を活用するプレイヤー同士を繋ぎ、プレイヤー間における新た

なつながりを創出する場づくり（利用者ミーティング、利用意向ヒアリング・マッチン

グ等）をするとともに、プレイヤーと対話しながら各施設の利活用方法等について検討

していく管理運営体制を構築して、プレイヤーの主体的な活動を下支えすること。

ウ プレイヤー発掘のコーディネート

プレイヤーの活動が継続的となるようなサポートを行い、プレイヤーの発掘をし、能動

的市民活動を促進させること。（活動 PR、アドバイス、大廊下の活用、プレイヤー発掘

ミーティング等）

⑸ 利用促進に関する業務

ア 日常的な利用促進

公益施設及び２号公園のイベント時以外に、利用者の滞留性向上を図ること。特に、２

号公園においては、ストリートスポーツにおける対策を講じること。

イ 公益施設及び２号公園の施設管理をサポートするボランティア・サポーターの発掘

⑹ 公益施設及び２号公園の情報提供、広報、広告に関する業務

ア ＰＲ用チラシ等の作成・配布

イ 公益施設及び２号公園を紹介する WEB ページの開設及びメンテナンス

ウ 公益施設及び２号公園の利活用状況の WEB 発信

エ 指定管理者事業イベント及び活動プレイヤーのイベント情報の管理発信

⑺ 利用料金の収受業務

公益施設及び２号公園の利用料等を収受し、管理する。

⑻ 地元自治会、各種団体、地域住民、公共機関等との連絡調整業務

ア 地元自治会、各種団体、地域住民、公共機関等と協調を図り利用促進活動に努める。

イ 地元自治会、各種団体、地域住民、公共機関等からの依頼等には誠意を持って対応す

る。

ウ 近隣地域への応対にあたっては、地域社会の一員であることを認識し、誠意をもって対

応し、地域振興に資する活動等についても、積極的に取り組む。

⑼ 迷子、拾得物及び遺失物の対応に関する業務

迷子の捜索・保護及び放送並びに拾得物の保管並びに遺失物の捜索を行う。状況に応じて

警察等の協力を要請する等、適切な対応に努める。

⑽ 公益施設及び２号公園の開錠及び施錠の管理業務

ア 開錠及び施錠は確実に行うこと。特に施錠については複数回確認すること。

イ 鍵の保管は厳重に行うこと。

⑾ 緊急・救急対応等に関する業務

ア 災害、公益施設及び２号公園内で急病人やけが人、犯罪等が発生した場合の対応、救護

及び関係部署への速やかな通報、事故報告を行う。

イ 災害その他の事故等に迅速に対応できるよう、簡易な薬品、資機材等を常備するととも

に、マニュアルを整備し、職員へ周知するとともに、災害時の連携・協力に関する市と

の事前調整など、非常時の対応について十分な対策を講じる。

ウ 災害その他の事故等が発生した場合は、マニュアル等に基づき、利用者の安全確保を第

一に、直ちに、最も適切な措置を講じる。なお、利用者が帰宅困難となった場合、災害
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情報の提供に努めるとともに、マニュアル等に基づき、近隣の避難所等へ誘導を行う。

エ ２号公園については、一時避難場所に指定されているため、災害その他事故等が発生

した場合は、避難者に対して一時避難場所として対応すること。

オ 公益施設は指定避難所に指定されていないが、市から本施設を指定避難所として指定す

ることについて打診があった場合には、可能な限り応じることを前提に、市と協議を行う

こと。

カ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を公益施設内に設置し、その費用は指定管理者が負担す

ること。

キ 指定管理者業務に従事する者に対して、自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の取扱い研修を

受けさせること。

ク 衛生管理及び健康管理について、法令を遵守したマニュアルを作成し、職員に指導を行

うこと。特に感染症や食中毒が発生した場合には、マニュアルに沿った適切な対応ができ

るようにすること。

⑿ 警備に関する業務

ア 公益施設及び２号公園内を適宜巡回し、不審者・不審車両の進入防止、火の元及び消火

器・火災報知器等の点検、放置物の除去等避難動線の常時確保、不審物の発見・処置等

を行う。

イ 公益施設の開館時間外においては、必要に応じ機械警備を実施する等、異常の発生に際

しては速やかに対応できるようにする。

ウ ２号公園における警備については、指定管理者で行うものとし、その方法については、

市と協議の上、定めるものとする。（機械警備、警備業務の委託等も可）

エ 警備業務従事者は、警備業法（昭和４７年法律第１１７号）上の適格者であるととも

に、類似施設の管理の知識と経験を有するものとする。

オ 混雑時等においては、安全確保に努めるとともに、公益施設及び２号公園周辺の交通状

況について地元警察署からの依頼等については、積極的に協力する。

⒀ 施設内巡視及び利用指導に関する業務

ア 利用者が安全・快適に公益施設及び２号公園を利用できるよう適時巡視を行う。

イ 常に利用者等の動向を総合的に判断し、適切な利用指導と管理が迅速に行われるよう努

める。

ウ 不適当な利用者、公益施設条例及び都市公園条例で規定される禁止行為をした者及び明

らかに危険の恐れがあると認められる者については、直ちにこれを制止して、他の利用

者の適正かつ安全な利用が図られるよう努める。

⒁ その他施設運営に関する業務

ア 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）を遵守す

ること。

イ 施設内の整理整頓及び環境美化に努めること。

ウ 市が実施する第三者評価を受けること。

エ その他、市が実施する事業に協力すること。

オ その他各施設の管理運営上、市長が必要と認める業務を行うこと。

５ 施設管理業務

業務の対象は、建築物、電気設備、機械設備、建築物付属備品、工作物、公園施設等（以下
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「管理物等」という。）とする。業務の実施にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守するこ

と。施設管理業務には、専門的な知識、技能、資格を有する者があたるものとする。実施回数及

び実施範囲などは「リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園 施設管理業務水準書」を参

考とし、公益施設及び２号公園利用者が安全かつ快適に利用できるよう留意し、指定管理者の判

断で行うこととする。

⑴ 留意点

ア 施設管理について、年間及び指定期間中の長期的な管理計画を作成し、計画に沿った施設

管理作業マニュアルを作成する。

イ 長期的な視野を持ち、健全に施設を維持管理するよう努める。

ウ 施設管理費の低減を図るため、新たな施設管理手法等について積極的に取り組む。

エ 市への連絡、報告を密にして計画的な管理を行うとともに、市と協力し事故防止に努め

る。

オ 施設の管理に当たっては、電気等の効率的利用、廃棄物の発生抑制とリサイクルの推進、

環境負荷の低減に資する物品等の調達（グリーン購入）など、環境への配慮を行う。

⑵ 管理物等管理業務

ア 点検業務

管理物等の性能又は機能の維持に必要な点検を行う。

イ 保守業務

管理物等の性能又は機能の維持に必要な保守を行う。

ウ 管理物等清掃業務

公益施設及び２号公園施設利用者が快適に利用することができ、管理物等の性能又は機能

の維持に必要な日常清掃、定期清掃を行う。

エ 植栽維持管理業務

各施設にある植栽の維持管理に必要となる除草、剪定、施肥等を行う。

オ 異常発見時の処置

異常を発見したときは、速やかに使用停止あるいは応急措置等を行い、必要な指示を受け

るものとする。

⑶ 施設内清掃業務

公益施設及び２号公園利用者が快適に利用できるよう適切に清掃を行うとともに、施設利用

者の支障とならないように十分配慮する。

ア 屋外清掃

各施設のごみ拾い、東屋等の掃き拭き及びごみ拾い、ベンチ・テーブルの掃き拭きなどを

行う。

イ トイレ清掃

トイレの便器及び洗面台等の洗浄、汚物類の収集と処理、床面掃き拭き、壁面及び鏡の雑

巾がけ、トイレットペーパー及び液体洗剤等の補充などを行う。

ウ ごみ搬送

各施設のごみ箱内のごみの収集、運搬及びごみ箱の清掃、各施設内で収集されたごみの搬

送などを行う。

エ 廃棄物処理

ごみは、紙類、プラスチック類、空缶（スチール、アルミ、空瓶など）に分別し、集積場

へ運搬する。公益施設内の一般廃棄物及び不燃廃棄物を集積所から搬出し、廃棄物の処理及
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び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）等関係諸規程に準じて適正に処理する。

不燃廃棄物は、適正な中間処理施設及び最終処分場等に搬入し処理する。資源廃棄物の処理

にあたっては、リサイクルに努め、資源の再生化を行う。

６ 管理運営において配慮すべき事項

公益施設及び２号公園敷地内の売店等設置許可施設、管理許可施設の管理者と協調を図る。

７ 資格

⑴ 指定管理者が本書に定める業務を実施するために必要な官公署の免許、許可及び認定等を

受けていること。また、個々の業務について本書の規定により再委託を行う場合には、当該

業務について当該再委託先がそれぞれ上記の免許、許可、認定等を受けていること。

⑵ 指定管理者は、自らの職員又は本書に定める再委託先の職員のうちから公益施設及び２号

公園の管理及び運営に必要な資格を有する者をあらかじめ指名し、各施設に配置しなければ

ならない。

ただし、法令等により各施設への常駐が義務付けられていない者については、あらかじめ

当該資格を有する者の氏名等を市に届け出ることにより各施設への配置義務を免除する。

８ 再委託

⑴ 指定管理者は、仕様書及び特記仕様書で規定する業務の全部を一括して、又は業務の主た

る部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

⑵ 前項の業務の主たる部分とは、第６の４「運営業務」とする。

⑶ 指定管理者は、業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせようとする場合は、あらか

じめ市の承諾を得なければならない。

⑷ 市は、指定管理者に対して、業務の一部を委託し、又は請け負わせた者の商号又は名称そ

の他必要な事項の通知を請求できる。

第７ 自主事業に関する事項

指定管理者は、施設コンセプトに沿ったもので、自ら施設の魅力向上や利用促進に資する催

事等の事業及び施設利用者へのサービス向上を図る事業並びに施設の活性化につながる事業

を、あらかじめ市の承認を得た上で実施することができる。ただし、自主事業に要する経費に

市が支払う指定管理料を充ててはならない（自主事業で収益を得ることはできる。）。

（例）

１ 個別又は複数の活動団体等と連携して実施するにぎわい創出イベント

２ オリジナルグッズの開発及び物販

３ 指定管理者の提案により実施する事業

４ その他施設の認知向上及び活性化のために実施する事業

第８ 管理運営に要する費用

公益施設及び２号公園の管理運営に必要な費用については、利用料金及び市が指定管理者に

支払う経費(以下「指定管理料」という。)で賄うこととする。

１ 利用料金

公益施設及び２号公園内の利用料金は、指定管理者の収入とする。

２ 指定管理料

市は、公益施設及び２号公園の管理運営に必要な経費として、予算額の範囲内で年度ごとに

指定管理料を支払う。この場合の支払時期や方法については協議のうえ決定し、年度別協定で
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定める。なお額の確定後は、運営によって過不足が生じた場合でも、原則として指定管理料の

変更は認めない。

「１０ 事業評価」に基づくモニタリングの結果等の事由により、市と指定管理者との協議の

上で指定管理料を変更できるものとする。

３ その他

⑴ 指定管理者が、公益施設及び２号公園において、前２項以外の収入を得る場合には、事前

に市と協議すること。

⑵ 指定管理者及びカフェ事業者の光熱水費については、市が先に立替払いをし、指定管理者

及びカフェ事業者の使用量に応じて按分し、請求する。

⑶ 公益施設カフェエリアに関する空調点検等の維持管理費用については、カフェ事業者によ

る負担とし、指定管理者の負担はないものとする。

第９ 経理に関する事項

１ 予算執行

公益施設及び２号公園は公の施設であることに鑑み、指定管理者は適正な経理を行わなけれ

ばならない。

２ 経理規程

指定管理者は、団体自体と独立した会計帳簿類及び経理規程を設けるとともに、収入及び経

費については、団体自体の口座とは別の指定管理業務専用口座で管理すること。また、他の公

の施設の指定を受ける場合も、他の公の施設の管理口座とは別の口座で管理すること。

３ 立入検査

市は必要に応じて、施設、物品各種帳簿などの現地調査を行うことができる。

第１０ 事業計画書及び事業報告書の提出

１ 指定管理者は、事業計画書及び収支計算書を作成し、毎年度開始前までに市に提出しなけれ

ばならない。

２ 地方自治法第２４４条の２第７項の規定により指定管理者は、１事業年度が終了するごと

に、施設管理運営業務について、市から支払われる公益施設及び２号公園の運営に係る当該年

度事業内容を報告する書類（以下「事業報告書」という。）を６０日以内に提出しなければな

らない。

３ 事業報告書に記載する報告内容は、管理運営の実施状況、公益施設及び２号公園の利用状

況、受託及び自主事業の実施状況、利用料金収入の収支状況などの事項とするが、具体的内容

については基本協定で定める。

４ 市は、指定管理者に対しその管理の業務及び経理の状況に関して、定期又は必要に応じて臨

時に報告を求めることができる。

５ 提出された事業報告書の内容に基づき、指定管理者の業務内容改善の必要があると認められ

るときは、市は実地に調査し、必要な指示を行う。

６ 市は提出された事業報告書の内容を確認し、その内容が事業計画の趣旨、内容から逸脱・違

反したものであった場合若しくは別に定める基本協定書、当該年度協定書に逸脱・違反するも

のであった場合又は市の指示に従わない若しくは指示によっても業務内容に改善が見られない

と認められた場合は、指定を取り消し、又は業務の一部若しくは全部を停止させることができ

る。



65

第１１ 物品等に関する事項

１ 市は指定管理者に、公益施設及び２号公園の管理・運営に必要となる物品(別添「管理物品

一覧表」のとおり)について貸与する。

２ 指定管理者が管理運営費で購入した物品は、市に帰属する。また、指定管理者が自ら所有す

る物品を持ち込んだ場合及び指定管理者が管理運営費以外の経費により購入した物品について

は、指定管理者に帰属し指定期間終了時には指定管理者が自らの費用と責任で撤去・撤収する

ものとする。ただし、市と指定管理者の協議において両者が合意した場合、指定管理者は市又

は市が指定するものに対して引き継ぐことができるものとする。

３ 市有物品については、長久手市物品取扱規程（平成８年長久手町訓令第７号）に基づき管理

を行い、廃棄などの異動については、市と協議のうえ行うこと。

４ 市有物品については、備品台帳を備えて管理すること。

５ 市有物品の修理については、指定管理者が負担するものとし、市有物品の更新にかかる経費

については、市及び指定管理者で協議し、負担する者を決める。

６ インターネットへの接続環境は、指定管理者が用意することとし、その費用は指定管理者が

負担すること。その他市との連携に当たって必要なパソコン、接続環境等については市との協

議によるものとする。

第１２ 施設の維持補修・改良、更新

指定管理者が管理運営を行う施設の維持補修・改良、更新に要する経費の負担は次のとお

りとする。

１ 維持補修・改良

⑴ 法人税法基本通達第７章第８節「資本的支出と修繕費」を基準とし、修繕費に区分される

通常の維持管理又は毀損したものの原状回復に要する経費（１件あたり５万円以内）は、指

定管理者の負担とする。

⑵ 前項に該当しない修繕費及び⑴に規定する通達により資本的支出に区分される資産価値を

高め、又は耐久性を増すために要する経費は、市の負担とする。

２ 更新

⑴ 指定管理者の運営上の事由による場合は、指定管理者の負担とする。

⑵ 経年劣化による場合は、市の負担とする。

第１３ 事業評価

市は、施設の管理運営業務に関するモニタリングを次のとおり実施する。なお、詳細につ

いては、市と指定管理者で締結する基本協定で定める。

１ モニタリングの方法

⑴ 随時モニタリング

市は、必要があると認めるときは、指定管理者に対して随時モニタリングを実施する。随

時モニタリングは、指定管理者に事前に通知した上で、施設の維持管理、経理の状況に関し

指定管理者に説明を求め、又は施設内において維持管理の状況を確認することができる。

⑵ セルフモニタリング

指定管理者は、利用者アンケート等によりセルフモニタリングを行い、利用者等の意見や

要望を把握するとともに、施設の管理運営に関して自己評価を行い、その結果を事業実績報
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告書にまとめ市に提出すること。

２ 業務不履行時の処理

⑴ 管理運営業務が要求基準を満たしていない場合又は利用者が施設を利用する上で明らかに

利便性を欠く場合、市は指定管理者に対して改善の指示を行うことができる。

⑵ 市は、指定管理者が市の指示に従わないときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて

管理の業務の停止を命ずることができる。

第１４ 損害賠償等

指定管理者は、指定管理業務の履行に当たり、故意又は過失により管理物件を損傷し、又

は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。また、指定管

理者の責に帰すべき事由により市又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、市が特別の事情があると認めたときは、市はその全部又は一部を免

除することができるものとする。

第１５ 保険への加入

指定管理者は、公益施設及び２号公園利用者等の事故に対応するため以下の保険に加入す

ること。また、公益施設における建物災害共済については市が加入するが、その他施設管

理、施設運営上必要があれば指定管理者が都度加入し、その費用については指定管理者が負

担すること。なお、補償内容については市と協議すること。

１ 賠償保険 施設利用者、ボランティア等の事故に対応するため

２ 傷害保険 館内遊具利用者等の事故への対応のため

３ イベント保険 イベント参加者に対するの対応のため

４ その他事業において必要となる保険

第１６ 指定期間の前に行う業務

１ 協定項目について市との協議

２ 利用料金等の設定

３ 配置する職員等の確保、職員研修

４ 業務等に関する各種規程の作成、協議

５ 現行の管理団体からの業務引継ぎ

第１７ 留意事項

業務を実施するに当たって次の各項目に留意して円滑に実施すること。

１ 公平な運営

⑴ 公の施設であることを念頭に置いて、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有利不

利になるような運営は慎むこと。また利用者等が利用しやすく、イベントや公益施設及び２

号公園の管理等に参加できるよう配慮すること。

⑵ 施設利用者に対し、施設利用又は事業に必要があるとして、物品の持参や費用に関し不適

切な負担を求めないこと。また、施設利用者に便宜を強要するような行為を求めてはならな

い。

２ 市との連携

⑴ 記録等の作成及び保存
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ア 管理運営並びに経理状況に関する帳簿類は常に整理し、市から公益施設及び２号公園の

管理運営業務又は経理状況に関する報告や実地調査を求められた場合には速やかに指示に

従い、誠実に対応すること。

イ 運営業務、施設管理業務の業務状況の記録、各種マニュアル、点検結果記録及び作業記

録写真等について市から請求のあった際は、速やかに提示、提出できるようにすること

(指定期間終了時には市へ引き継ぐこと。

３ 市からの要請への協力

⑴ 市から、公益施設及び２号公園の管理運営の現状等に関する調査及び資料作成等の作業の

指示があった場合には、迅速、誠実かつ積極的な対応を行うこと。

⑵ その他市が実施又は要請する事業(例：緊急安全点検、防災訓練、行催事イベント、要人

案内、監査・検査等)への支援・協力、又は事業実施を積極的かつ主体的に行うこと。

４ 各種規程の作成

指定管理者が公益施設及び２号公園の管理運営を行う上で各種規程、要項、マニュアル等を

作成する場合は、内容について市と協議を行うこと。

５ 施設管理における制限

公益施設敷地内及び建物内は禁煙とすること。

６ 指定管理施設の使用許可等

⑴ 公益施設

公益施設条例第５条から第１０条まで及び公益施設条例施行規則第４条から第９条までの

規定に基づき、利用の申請、許可、取消し通知等を行うこと。

⑵ ２号公園

都市公園条例第２条及び第１７条、都市公園条例条例施行規則第２条及び第１０条の規定

に基づき、利用の申請、許可、取消し通知等を行うこと。

第１８ 指定管理期間終了における引継業務

指定管理者は、指定期間終了時に次期指定管理者が円滑かつ支障なく指定管理業務を遂行

できるよう、引き継ぎを行わなければならない。

第１９ 事業の継続が困難となった場合の措置

１ 指定管理者の責に帰すべき事由による場合

指定管理者の責に帰すべき事由により業務の継続が困難になった場合又はそのおそれが生じ

た場合は、指定管理者は速やかにその旨を市に報告するものとする。この場合、市と指定管理

者は、指定管理者業務の継続の可否について協議し、一定期間内に協議が整わない場合は、指

定管理者は市に指定の取消しを申し出ることができるものとする。なお、これによって市に生

じた損害は指定管理者が賠償するものとし、次期指定管理者が円滑に支障なく公益施設及び２

号公園の管理運営業務を遂行できるように引継ぎを行わなければならない。

２ 当事者の責に帰すべき事由によらない場合

天災、自然災害、不可抗力等の市及び指定管理者双方の責に帰すことのできない事由によ

り、業務の継続が困難になった場合、事業継続の可否について協議するものとする。この場合

において、一定期間内に協議が整わない場合は、事前に書面で通知することにより指定を取り
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消すことができるものとする。なお、次期指定管理者が円滑かつ支障なく指定管理業務を遂行

できるよう引継ぎを行わなければならない。

第２０ 原状回復

指定管理者は、指定期間の終了又は指定が取り消された場合は、公益施設及び２号公園を

原状に復して市に引き渡さなければならない。ただし、市が特に必要と認める場合にはこの

限りでない。

第２１ 災害発生時等の公益施設の利用について

災害発生時や警報発令時等に避難所等に指定された場合は、市の避難所等としての利用を

認めなければならない。その他市が利用する場合は、市と指定管理者は協議して決定するも

のとする。

第２２ 報告

各業務については、業務報告を毎月１０日までに前月分を一括して報告するものとする。

第２３ その他

その他、この仕様書に記載のない事項及び業務の内容・処理について疑義が生じた場合

は、市と協議を行う。

主要管理物

名称 構造等 面積 備考

リニモテラ

ス公益施設

木造

平屋建て
383.40 ㎡

大廊下、活動室１・２・３、和室、カフェエ

リア、事務室、駐車場（２台）、屋外広場、

その他（トイレ、倉庫等）

長久手中央

２号公園
街区公園 2000.36 ㎡

屋根付きステージ、階段兼観覧席、ウッドデ

ッキ、噴水施設、パーゴラ（日よけ施設）、

植栽枡兼腰掛けベンチ、モニュメント、公園

備品（スッタキングチェア、テラステーブル

セット、テント）等
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リニモテラス公益施設及び長久手中央２号公園 施設管理業務水準書

【リニモテラス公益施設】

項 目 内 容 事項

施設維持管理

業務

清掃業務 清掃業務は、施設全体が快適に利用でき

る環境を維持するために、以下の内容を

行うこと。

１ 日常清掃

２ 床面ワックス

（※約 252 ㎡年 年２回）

３ 水面施設清掃（年２回）

４ ガラス清掃

（※約 178 ㎡ 年２回）

消防設備点検業務

非常通報設置保守点検

業務

消防設備の保守点検については、法定点

検を行うこと。（年２回）

※下記の設備を参照

・自動火災報知設備（Ｐ型１級受信機

（蓄積式）1 台、感知器 24 台）

・非常放送設備（壁掛形非常用放送アン

プ（60Ｗ）1 台、スピーカー15 台）

・漏電火災警報器（漏電火災警報器 1

台、漏電火災警報器用ＣＴ２台）

・誘導灯設備（4 台）

・非常照明設備（5 台）

・消火器（ABC 消火器（10 型）5 本

空調設備点検業務 施設利用者が快適な利用ができるような

環境を維持するために、以下の内容を行

うこと。

１ 日常点検（目視等）（随時）

２ 法定点検（年２回）

警備業務

（機器の設置を含む）

施設の防犯対策及び安全管理のため、施

設の警備をすること。

※機械警備の場合、設置業者選定、機器

の配置計画等を行うこと。なお、設置に

あたっては市と協議すること。

分電盤等管理業務 分電盤、制御盤、電気、ガス、水道の

メーターを適切に管理すること。

自動扉保守点検業務 常時適切な建築物の機能担保のための維

持管理及び点検（年２回）

廃棄物処理運搬業務 施設の快適性を維持するために、リニモ

テラス公益施設及び長久手中央２号公園

で発生した廃棄物の処理（随時）
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【長久手中央２号公園】

植栽管理業務 リニモテラス公益施設外構部における植

栽の維持管理のために対象となる植栽へ

以下の内容を行うこと。

１ 剪定

２ 除草

３ 草刈

４ 施肥

※年１回以上を標準とし、植栽の状況を

考慮し、適切な維持管理を行うこと。

その他施設の維持管理

に必要と思われる業務

上記以外で必要となる維持管理項目につ

いては、随時市と協議して行うこと。

項 目 内 容 事項

施設維持管理

業務

清掃業務 清掃業務は、施設全体が快適に利用でき

る環境を維持するために、以下の内容を

行うこと。

１ 日常清掃（施設各所）

２ 水面施設清掃（年２回）

※駅前広場トイレの清掃も含む。

水景（噴水）施設

保守点検業務

施設利用者の安全及び機能維持をするた

めに、以下の内容を行うこと。

１ 清掃（年５回程度）

※概ね５月～１１月及び３月の中で行う

こと。

２ 保守点検（年２回）

⑴ 噴水ポンプ点検

⑵ ろ過ポンプ点検

⑶ 給水設備点検

⑷ ろ過機点検

⑸ 現金装置点検

⑹ 排水設備点検

⑺ 制御盤点検

⑻ 降雨風速装置点検

⑼ 水中ライト点検

３ 制御盤管理（随時）

公園施設

保守点検業務

施設利用者の安全及び機能維持をするた

めに、パーゴラ、ウッドデッキ、モニュ

メントについて、以下の内容を行うこと

１ 定期点検（年１回）

各施設ともに、「都市公園における
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遊具の安全確保に関する指針」（改訂

第２版）、「都市公園における遊具の

安全確保に関する指針」（別冊：子ど

もが利用する可能性のある健康器具施

設）及び「遊具の安全に関する基準・

JPFA-SP-S：2014」に基づいて行い、点

検報告書を作成すること。

２ 日常点検（年１１回）

点検方法は、「目視」、「触診」及

び「聴診」を基本とし、必要に応じて

下記項目について行う。

⑴ ボルト等締付

⑵ 適応油脂給油

⑶ 調整

⑷ 応急処置

⑸ 点検施設清掃

３ 肉厚測定（超音波測定）（年１回）

１ ⑴ 柱と基礎の接点部分に目視や打音

等によって、状態の悪い箇所を１点

定め、そこを基点として水平方向に

９０度ずつ３点を取り、合計４点を

測定する。

⑵ 計測不能及び規格値の８０％未満

であった場合、「異常」、８０％以

上９０％未満の場合は「経過観

察」、９０％以上の場合は「異常な

し」とする。

⑶ 測定結果が「異常」と判定された

場合、その場で使用禁止とする。

分電盤等管理業務 分電盤、水道、電気メーター等を適切に

管理すること。

水質検査業務 施設利用者の安全及び機能維持をするた

めに、以下の内容の検査を行うこと。

１ 水素イオン濃度

２ 生物科学的酸素要求量

３ 浮遊物質

４ 臭気

５ 大腸菌数

６ レジオネラ属菌検査

※５月～１０月の間に行うこと。

※上記１～５は年５回、６は年１回を標

準とする。
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・上記標準回数を基本に、状況に応じて適宜回数を増減させること。

・関係法令等に規定されているものについては、法令等で定める回数で実施すること。

・別添「施設管理関係資料」を参照すること。

廃棄物処理運搬 施設の快適性を維持するために、リニモ

テラス公益施設及び長久手中央２号公園

で発生した廃棄物の処理（随時）

植栽管理業務 長久手中央２号公園における植栽の維持

管理のために対象となる植栽へ以下の内

容を行うこと。

１ 剪定

２ 除草

３ 草刈

４ 施肥

※年４回を標準とし、植栽の状況を考慮

し、適切な維持管理を行うこと。

ストリートスポーツ対

策業務

ストリートスポーツにおける対策とし

て、ハード面における対策を行う。（随

時）

その他施設の維持管理

に必要と思われる業務

上記以外で必要となる維持管理項目につ

いては、随時市と協議して行うこと。
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